
公務内外での経験の蓄積・活用に関する取組について

第６回 ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会

資料１



社会情勢の変化に対応した地方公務員のあり方と支える仕組み

デジタル社会の
到来などの

技術革新と実装

少子高齢化の進展、
生産年齢人口の

減少

大規模災害や
感染症などの
リスク増大

ライフプランや
価値観の変化・

多様化

求められる地方公務員

・デジタルで代替できない
・つなぐ能力・現場力
・高度な専門性

人材確保・
人材育成や
能力発揮を
支える仕組み

（１）勤務条件や働き方
（２）任用形態等
（３）人材マネジメント

【行政が対応すべき
課題の複雑化・多様化】

【地方公務員を巡る課題】

・ RPAやAIなどの技術活用を通じて行
政運営の効率化や住民ニーズへの個
別的対応を行える環境が整ってきた
中、行政サービス提供体制をどう変
革するか。

・ 新たに生じてきたセキュリティリス

ク、住民間のデジタル格差等の問題
にどう対応するか。

・ 高齢化と生産年齢人口減少に伴って
見込まれる行政需要増大にどう対応
するか。

・ 労働力不足・限られた財源等の制約
下にあっても職員の質と量を確保し、
行政サービスの水準を維持するため、
どう魅力ある職場にしていくか。

・ 平時には顕在化しないがひとたび発

生すれば甚大な被害をもたらす大規
模災害、感染症、サイバーテロなど
の潜在リスクに対して、平時から体
制をどう整備し、また、発生時には
どのように速やかな体制増強、被害
最小化を図るか。

・ 職員のライフプランが多様化し、それぞれ

の人生における仕事の位置づけが絶対的な
ものではなくなる中で、公務にやりがいや
成長を感じられる人材育成や人事評価とは
どのようなものか。

・ テレワーク、人材流動化などの外部
環境変化に応じて、従来型の職場の
何を変えるべきか。

【社会情勢の変化】

・地方圏においてはデジタル
人材の確保が困難

・定型業務のデジタル化により、
職員は、職員でなければでき
ない業務に注力

・大規模災害や感染症対策は、
個別自治体では困難

・小規模自治体においては平時に
おいても技術職員等、専門職の
確保が困難

・複雑化、高度化する課題への
対応に求められる人材を質・量

ともに計画的に確保する仕組み

・働き手のライフプランや
価値観の多様化への対応

・地方公共団体の使命への高い
貢献意欲を持ち、地方公務員と
なる者を確保し、やりがいを
持って働き続ける環境を整備
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１．公務と民間をまたぐ人材交流
○ 職員が公務外で経験を得るため、研修派遣を含めた官民交流の取組が重要ではないか。また、いったん退職をし
て民間経験等を得た元職員を再度採用する取組（出戻り採用）も効果的ではないか。

２．公務内の人材交流
○ 職員が公務を通じて様々な経験ができるよう、担当外の業務に従事する機会を与える取組が重要ではないか。

○ さらに、職員が自身のキャリアパスを考えるきっかけとして、職員の意向を踏まえて他部署での業務を経験する機会
を与える取組（職場体験、庁内インターン等）も効果的ではないか。

３．公務人材の民間活動（副業・兼業）
○ 職員育成に加え、地域貢献の観点からも、副業・兼業をしたい職員が制度を活用しやすい環境を整えるため、副
業・兼業のあり方を検討するとともに、許可基準の明確化などに取り組むことが重要ではないか。

○組織や地域の枠を超えた連携による対応力の強化

○人的資源のマネジメントと専門性の向上による組織力の強化
・複雑化、高度化する課題への対応に求められる人材を質・量ともに計画的に確保する仕組み

○職員の誰もが意欲・能力を発揮できる働き方の実現
・働き手のライフプランや価値観の多様化への対応
・地方公共団体の使命への高い貢献意欲を持ち、地方公務員となる者を確保し、やりがいを持って働き続ける

環境を整備
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今回の議論テーマ



１．公務と民間をまたぐ人材交流

公務外での経験・知見の活用（官民交流等）
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○ 職員が公務外で経験を得るため、官民交流の取組が重要ではないか。また、いったん退職をして民
間経験等を得た元職員を再度採用する取組（出戻り採用）も効果的ではないか。

（参照）カラフルな公務を目指して －誰もが貢献できる持続的な職場へ （令和４年４月28日 “人人若手” 未来の公務を考える若手チーム）
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/wakate_r040428.html



地方公共団体と民間との交流（地方→民間）
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○ 地方公務員が民間で勤務する（一時的に民間で勤務し、その後復帰する）場合として、

① 公務員の研修の一環として、民間事業所で勤務
② 公務員の身分も保持したまま、民間（主に公益的団体）の職員として勤務
③ 公務員をいったん退職し、民間で勤務後、公務員に復帰（法令に定める派遣先については、復職の保障や退職手当・共済の通算が行われる）

の３つのパターンが考えられる。

○ ニーズとして挙げられることが多い「公務員の身分を保持して一般企業で働くこと」については、①の研修の範囲内（又は②の公益的団体への派遣）であ
れば可能。（国の官民交流法でも「人材の育成」が目的とされている。ただし、派遣研修では、給料を企業側が支払えないという点が課題であるとの指摘が
あり、これに対応して、自己啓発等休業の範囲を拡大して、企業で働くことできるようにすることも考えられるか。）

公益的法人等への派遣②③ PFI事業者への派遣③ 派遣研修① 自己啓発等休業②
外国の地方公共団体
の機関等への派遣②

（参考）

国家公務員の官民交流

根拠法
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等
に関する法律

民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等

の促進に関する法律

地方公務員法
（第39条第１項）

地方公務員法
（第26条の５）

外国の地方公共団体の

機関等に派遣される一

般職の地方公務員の処

遇等に関する法律

国と民間企業との間の人

事交流に関する法律

※ 次ページにおいて「官民交
流法」

目的 人的支援 人的支援 人材育成 人材育成 人材育成 人材育成

派遣先

・一般社団法人
・一般財団法人
・一般地方独立行政法人
・特別の法律により設立
された法人で政令で定
めるもの
（医療法人、社会福祉法人、

地方公務員共済組合 等）

・地方六団体
（地方自治法第263条の３第

１項に規定する連合組織）

・株式会社
（地方公共団体が出

資している法人に

限る。）

・PFIの運営権者
（コンセッション事
業者）

・国
・他の地方公共団体
・民間企業
（株式会社、一般社

団法人、一般財団

法人等）

等

・大学
・その他の教育施設
・国際貢献活動を行
う団体、法人等

・外国の地方公共団
体の機関
・外国政府の機関
・我が国が加盟して
いる国際機関
・これらに準ずるも
ので条例で定める
もの
（外国の学校、研究所、

病院 等）

等

・民間企業
（株式会社、合名会社、

合資会社、合同会社、

信用金庫、相互会社

等）

想定される

各団体の

課題認識

・派遣先が限定的 －

・あくまで研修目的
（本格的に実務に携わ

る機会が必ずしも確

保されているわけで

はない）

・企業側が給料を支払

えない

・派遣先が限定的
・大学等における課
程履修以外では、
「国際貢献」に活
動内容が限定

－ －

制度として定められている派遣等の類型

１．公務と民間をまたぐ人材交流



（参考）地方公共団体と民間との交流（民間→地方）
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○ 民間企業の従業員が地方公共団体で勤務する（一時的に地方で勤務し、その後復帰する）場合として、同様に、

① 企業の研修の一環として、地方公共団体で勤務
② 企業の身分を保持したまま、地方公務員として勤務
③ 企業の身分をいったん退職し、地方公務員として勤務後、元の企業に復帰（国の官民交流法と同様、前もって民間企業との間
で復職に関する取決めをしておくことも可能）

の３つのパターンが考えられる。

○ ②③の場合について、「専門的な知識経験又は優れた識見を一定期間活用する場合」の任期付任用はフルタイムの任用しかできな
いが、パートタイム任用のパターンを設ける必要があるか。（ただし、公務の公正性を保持する観点から、同時期に地方と民間で勤務す
ることについては、兼業の許可の際に慎重に判断すべきか。）

制度として定められている派遣の類型

派遣元に身分を残したまま採用② 派遣元を退職して採用③ （参考）研修派遣（受入）① （参考）国家公務員の官民交流

制度
「非常勤職員」（特別職非常勤職員・会計年度任用職

員）または、地方公共団体の一般職の任期付職員の採

用に関する法律に基づく「任期付職員」として採用

同左

民間企業が実施する研修の一環

として、地方公共団体に従業員

を派遣

官民交流法に基づく

「交流採用（雇用継続型または退

職型）」

身分

地方公務員

※ 会計年度任用職員または任期付職員の場合は、地方公務員
法第38条の規定に基づき、任命権者の許可を受けることで、
派遣元民間企業の従業員としての身分を併せ持つことが可能
（特別職非常勤職員の場合は同条の適用はない。）

地方公務員 民間企業の従業員 国家公務員

給与負担 地方公共団体が負担 同左 民間企業が負担 国が負担

服務規律
地方公務員法上の服務規定が適用

※ 特別職非常勤職員の場合は、適用なし
同左

地方公共団体と民間企業との協
定に基づく

国家公務員法上の服務規定が適用

１．公務と民間をまたぐ人材交流



（参考）地方公共団体における派遣研修の実施状況
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北海道芽室町 民間企業等への職員派遣（２年間）を実施 静岡県富士市 市内外の金融機関への職員派遣を実施。

岩手県遠野市 土木技術振興協会への職員派遣を実施 静岡県藤枝市 民間企業や研修専門機関への職員派遣を実施

千葉県富里市 成田国際空港株式会社への職員派遣を実施 福岡県大牟田市 民間企業への職員派遣を実施

富山県朝日町 民間企業との人事交流を実施 鹿児島県指宿市 民間企業への職員派遣を実施

長野県高森町 民間企業との人事交流を実施

北海道共和町 道庁への職員派遣を実施（毎年度１名） 岐阜県白川村 県への職員派遣を実施（毎年度１名、２年間）

北海道別海町 道庁やその関係機関等への職員派遣を実施 静岡県富士市 経済産業省、関東経済産業局、県及び近隣団体への職員派遣を
実施青森県つがる市 県東京事務所での実務研修を実施

青森県平川市 県等への職員派遣を実施 三重県亀山市 国、県等への職員派遣を実施

宮城県登米市 国及び県の専門部門への職員派遣を実施 滋賀県守山市 国、県及び近隣団体への職員派遣を実施

秋田県能代市 県及び東北地方整備局への職員派遣を実施 京都府舞鶴市 外務省等への職員派遣を実施

山形県舟形町 県と町の若手職員による人事交流を実施 京都府木津川市 国、府等への職員派遣を実施

福島県田村市 国、県、近隣団体及び民間企業への職員派遣を実施 京都府精華町 府、防衛省近畿中部防衛局、府立大学及びＪＩＡＭへの職員派遣
を実施福島県猪苗代町 近隣団体との人事交流（２年間派遣）を実施

福島県小野町 県、広域行政組合等への職員派遣を実施 広島県府中市 県、総務省等への職員派遣を実施（毎年度）

群馬県安中市 県及び近隣団体との人事交流を実施 広島県海田町 政策研究大学院大学への職員派遣を実施

埼玉県杉戸町 県への職員派遣を実施（毎年度） 徳島県阿波市 県への職員派遣を実施

千葉県成田市 観光庁、内閣府、県その他の団体への職員派遣を実施 愛媛県鬼北町 県等への職員派遣を実施

千葉県我孫子市 国土交通省関東地方整備局及び県への職員派遣を実施 島根県飯南町 県、地域活性化センターへの職員派遣を実施（２年間）

千葉県富里市 県への職員派遣を実施 福岡県大牟田市 国、県及び近隣団体への職員派遣を実施

千葉県東庄町 後期高齢者医療広域連合等への職員派遣を実施、県市町村振興
協会により職員海外研修を実施（毎年度１名）

福岡県太宰府市
環境省、県及び独立行政法人国立文化財機構への職員派遣を
実施

山梨県富士吉田市 公益財団法人地域活性化センターへの職員派遣を実施 佐賀県鹿島市 国の地方機関、県等への職員派遣を実施

長野県高森町 JOC等含む国・県機関への職員派遣を実施 鹿児島県指宿市 国及び県への職員派遣を実施

岐阜県各務原 総務省、中部経済産業局、地方公共団体情報システム機構、県、
近隣団体、県観光連盟への職員派遣を実施

沖縄県中城村 県への職員派遣を実施（毎年度）

（参照） 「令和２年度人材育成等に関する調査」（総務省公務員部給与能率推進室）より

○国・地方公共団体等へ派遣研修を行っている主な市町村

○民間企業へ派遣研修を行っている主な市町村

１．公務と民間をまたぐ人材交流



１．公務と民間をまたぐ人材交流

地方公共団体の施策（愛知県 行政実務経験者を対象とした職員採用選考）
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（参照）愛知県HP
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinji-syokuin/gyouseikeiken.html



公務内での経験蓄積（担当外業務への従事）
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○ 職員が公務を通じて様々な経験ができるよう、担当外の業務に従事する機会を与える取組が重
要ではないか。

２．公務内の人材交流

（参照）カラフルな公務を目指して （前掲）



霞が関版20％ルール（環境省：R2～）
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○ 国においては、金融庁（「政策オープンラボ」）、環境省（「霞が関版20％ルール」）などで
取組実施。

○ 成果として、業務の改善＊１や新たな政策分野の開拓＊２などが行われている。
＊１ 「有価証券報告書等の審査業務等におけるＡＩ等利用の検討」、「組織全体のTech formingに向けて」（いずれも金融庁）など

＊２ 「貧困問題における金融分野の可能性」（金融庁）、「ファッションと環境」（環境省）など

（参照）環境省HP https://www.env.go.jp/press/files/jp/114986.pdf

２．公務内の人材交流



地方公共団体における施策（京都府木津川市 SKIP制度）
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（参照）木津川市HP

https://www.city.kizugawa.lg.jp/mwg-internal/inet3/progress?id=2brtCOrAI9WVVzpKQ-y2fYJoN_5qgBmJzMKVFSJtJbc,&dl

○ 地方においても、所掌外の業務に一定時間従事することで、職員の視野・人脈を認める取組が見
られる。

２．公務内の人材交流



公務内での経験蓄積（職員の意向による業務選択）
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２．公務内の人材交流

○ 職員が自身のキャリアパスを考えるきっかけとして、職員の意向を踏まえて他部署での業務を経験す
る機会を与える取組（職場体験、庁内インターン等）も効果的ではないか。

（参照）カラフルな公務を目指して （前掲）



地方公共団体における施策（広島市 職場体験）

12（参照）第１回 地方公共団体における今後の人材育成の方策に関する研究会 資料（事例報告）より https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihoukoukyou_jinzaiikusei/00001.html

２．公務内の人材交流

○ 地方においても、職場体験などにより、職員のキャリアデザインに役立てている事例が見られる。



地方公務員の兼業について

 地方公務員の兼業については、公務の能率の確保、職務の公正の確保、職員の品位の保持等のため、
国家公務員と同様、許可制が採用されている。（地方公務員法第38条）

 具体的には、地方公務員は許可なく次の行為を行うことができないこととされている。
（１）営利団体の役員等を兼ねること
（２）自ら営利企業を営むこと
（３）報酬を得て事業又は事務に従事すること

 多様で柔軟な働き方へのニーズの高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景に、民間労働政策に
おいて兼業や副業が促進されている。

 地方公務員も地域社会のコーディネーター等として、公務以外でも活動することが期待されるように
なっている。

「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめについて［参考資料］」（令和元年5月）
３ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進 :人生100年時代に向けて、高齢者、女性、不安定就労者なども含めた様々な
立場の方が、個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を選択できるよう、中途採用の拡大や、副業・兼業の促進に向け
た環境整備を進めていく。

「第32次地方制度調査会中間報告」（令和元年7月）
④ 組織の枠を越えた連携 :行政と民間がともに希少な人材を囲い込むのではなく、所属する組織の壁を取り払い、多
様な人材が多様な場で力を発揮できるようにする必要がある。

 地域活動等の兼業について、一部の地方公共団体から、地方分権改革に関する提案募集等を通じて、
次のような要望が寄せられていたところ。
• 兼業許可の基準が明確ではないため、必要以上に制限的な運用がなされているのではないか。
• 許可を要する兼業の範囲が明確ではないため、本来許可を要しない行為までもが抑制されているの
ではないか。

⇒  地方公務員の社会貢献活動が積極的に行われるよう、総務省において地方公共団体における兼業に関
する先進的な取組事例等について実態調査を実施（令和元年５月）

１．地方公務員の兼業許可制度

２．兼業をめぐる最近の動向

３．地方公務員の兼業の現状

※具体的な運用については、行政実例や
総務省通知で国家公務員法の基準を周知
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第32次地方制度調査会
第26回専門小委員会
資料２（抜粋）



営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する実態調査（H31.4.1時点）

兼業許可件数［H30年度］※１
社会貢献活

動 その他の兼業

都道府県 7,183 1,355 5,828
指定都市 1,893 551 1,342
市区町村 32,593 9,600 22,993

合計 41,669 11,506 30,163

許可基準の設定有無 許可基準の設定主体※２
有 無 人事委員会 任命権者

都道府県 40 7 34 8
指定都市 17 3 12 6
市区町村 646 1,075 2 642

合計 703 1,085 48 656

許可基準の周知状況 許可の有効期間※３
対内外 庁内のみ 人事当局のみ 1年以下 2年以下 2年超

都道府県 27 11 2 8 1 31
指定都市 13 3 1 2 0 15
市区町村 313 251 82 152 40 451

合計 353 265 85 162 41 497

※１ 社会貢献活動とその他の兼業
■社会貢献活動…以下の活動を想定

【例】伝統行事や地域イベントの振興に関する活動
地域ブランドや地場産品のプロモーション活動
地域の防災、防犯に関する活動
スポーツや文化芸術活動の指導・支援
教育や若者自立支援に関する活動
住民の生活支援や福祉に関する活動
環境の保全や監視に関する活動
移住者受入れや定住促進に関する活動 等

■その他の兼業…上記の社会貢献活動に該当しないもの
【例】農業（自家消費を除く）

不動産の賃貸
その他の家業の手伝い 等

（単位:件）

※２ 人事委員会と任命権者の両方で許可基準を設定している団体も一部存在

※３ 国家公務員の兼業許可の有効期間は原則として２年間

○ 地方公務員の兼業許可件数は年間約４万件程度（H30年度実績）
○ 約４割の団体（1,788団体中703団体）が許可基準を設定しており、うち半数程度（353団体）は対外的にも公表
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３．公務人材の民間活動「「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査（勤務条件等に関する附帯調査）」の
結果等について」 （令和２年１月10日付け総行公第１号 総務省公務員課長通知）

15

地方公務員法第38条第１項に基づき任命権者が一般職の地方公務員に対して行う許可（以下、「兼業許可」という。）については、

①営利団体の役員等を兼ねること、②自ら営利企業を営むこと及び③報酬を得て事業又は事務に従事することを対象としている。

兼業許可に係る基準を設定している団体は、今般の調査結果によると、都道府県及び市区町村のうち４割程度にとどまるが、兼業

許可の公平性を確保する観点からは、「『「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について（通知）』につい

て（送付）（平成31 年４月26 日事務連絡）」等の既存の通知や国家公務員法、人事院規則等（別添３）を踏まえ、各地方公共団体

において詳細かつ具体的な許可基準を設定すべきものであること。

兼業許可に係る基準を内外に公表している団体は、今般の調査結果によると、都道府県及び市区町村のうち２割程度にとどまるが、

兼業許可の透明性や予測可能性を確保し、社会貢献活動等の兼業を希望する職員が許可申請を躊躇なく行えるようにする観点からは、

各地方公共団体において許可基準を公表すべきものであること。

兼業許可は、①職務の能率の確保、②職務の公正の確保、③職員の品位の保持といった観点から行われるものであることから、①

兼業による心身の著しい疲弊のため職務の能率に悪影響を与える、②兼業先と利害関係があるため職務の公正を確保できない、③報

酬が社会通念上相当と認められる程度を越えるため公務の信用を損ねるといった兼業による弊害を防ぐため、各地方公共団体におい

て兼業許可に一定の有効期間を設定した上で、兼業先の業務内容の報告を受けるなど、その実態把握等を定期的に行うべきものであ

ること。

１ 許可基準の設定について

２ 許可基準の公表について

３ 兼業許可の運用について



許可基準を明確にして社会貢献のための兼業を促進している事例①

（２）許可要件（１）制度導入の経緯

９件

※ 神戸市の他にも、⾧野県、福井県、奈良県生駒市、宮崎県新富町において兼業促進制度が存在

地方公共団体が許可基準を設定して広く公表することで、兼業許可の公平性・透明性・予測可能性を確保
するとともに、地域活動に関する兼業を積極的に促進している事例

地域貢献応援制度（神戸市）

等

９件

等

市⾧が取組を推進し、
職員へ活用を呼びかけ
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（３）許可申請

 原則として活動開始予定日の１か月前までに所属⾧
の承認を得て人事課に許可申請書等を提出
① 許可申請書
（記載内容）

・活動の概要
・活動の目的・効果
・活動で活かしたい知識・経験
・所属する団体名
・団体の概要
・団体での役割
・活動開始予定日
・活動予定日時
・主な活動場所
・予定報酬年額 等

② 活動計画書
③ その他必要な書類

 任命権者は提出書類を基に審査を実施

（４）実績報告

 兼業許可を受けた職員は毎年度2月末日までに所属
⾧を通して人事課に実績報告書等を提出
① 実績報告書
（記載内容）

・活動実績
・報酬額（3月分は見込みで記載）
・次年度活動計画

② その他必要な書類

 任命権者は実績報告を受けて許可基準を満たさない
と判断した場合は、その理由を付して翌年度の許可
を行わない旨の通知を本人に送付

許可申請書様式 → 実績報告書様式 →

地域貢献応援制度（神戸市）

許可基準を明確にして社会貢献のための兼業を促進している事例②
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許可基準に基づき具体的判断を示した事例①

兼業許可制度の目的に照らして許可基準に基づき具体的判断を示した事例
①公務の遂行に支障が生じないこと:週休日、年次有給休暇等を活用すること
②職務の公正を確保できること:兼業先が非営利団体であること
③職務の品位を損ねるおそれがないこと:報酬が社会通念上相当であること

障がい者支援（佐賀県佐賀市）

（活動内容）
 主任級の職員が補助金に頼らない商店街活性化に取り組も

うと、地元NPO法人「アンプ」の理事⾧として商店街活性
化の活動に従事。
 活動時間:年50回程度（週休日、年次有給休暇等）
 報酬:月間３万円程度

（活動成果）
 商店街全体を100円ショップ

に見立てるイベント「100円
商店街」を企画・開催し、
その後、全国の商店街に波及。

（公務へのフィードバック）
 地域活性化や中心市街地商業活性化のアドバイザーとして

全国各地を講演で巡っていたため、各地の担当者や地元住
民とコミュニケーションを図ることで得られた知識や経験
が、公務遂行に役立っている。

（兼業促進につながる取組）
 毎週水曜日と給料支給日を 「ノー残業デー」として設定

し、職員に周知をするとともに、定時退庁ができない職員
が多い部署を把握し、所属⾧への指導の徹底を図っている。
また、時間外勤務の事前命令を徹底をしている。

商業活性化支援（山形県新庄市）

（活動内容）
 主事級の職員が誰もが暮らしやすい共生社会を実現しよう

と、任意団体「○○（まるまる）な障がい者の会」の代表
として障がい者の支援活動に従事。
 活動時間:週２～３日程度（週休日、年次有給休暇等）
 報酬:月間２万円程度

（活動成果）
 情報発信事業（ラジオ番組の

制作・放送）、障がい者交流
事業（いきいきサロン）等を
実施。

（公務へのフィードバック）
 誰一人取り残さない社会をつくっていくために、想像力を

働かせて物事を見聞きするとともに、少しでも当事者の思
いに寄り添い、それぞれの視点に立って考えることを市民
活動を行う中で学び、その姿勢等が公務を進めるうえでも
大きく役立っている。

（兼業促進につながる取組）
 定期的に管理職に対して年次有給休暇取得目標を周知する

等年休取得促進を図っており、平均年間取得日数は全国平
均11.5日を上回る12.8日である。 18
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（活動内容）
 主査級及び技師職の職員が、中学生の学習習慣の確立及び

学力向上を目的とした無料学習塾の学習支援員補助として
活動し、主に数学の講師を務める。
 活動時間:月3回程度（講義は土曜）
 報酬:日額６千円程度

（活動成果）
 １~３年生の４０名を対象に

指導を行い、特に３年生の生
徒については、全員が志望校
へ合格するなど参加した多く
の生徒の学力を向上させた。

（公務へのフィードバック）
 中学生への指導を通じて、他者へ説明する技術の向上、部

下や後輩への指導方法の改善につながっている。

（兼業促進につながる取組）

 自らが行う活動に対して上司が内容を理解し、協力的な雰
囲気づくりに努めている。

岐阜県BBS連盟の会⾧（岐阜県山県市） 無料学習塾の講師（A県B町）

（活動内容）
 課⾧補佐級の職員が、社会適応に悩む少年少女の更正や保

護を行う団体「岐阜県BBS連盟」の会⾧として活動。児童
養護施設を訪問し、相談受けるなどの支援を行っている。
※BBS:Big Brothers and Sisters Movementの略
 活動時間:月1~2回程度（勤務時間外、年次有給休暇等）
 報酬:日額１万円程度（交通費含む）

（活動成果）
 県が策定する非行児童等を含

む再犯防止計画の策定委員会
の委員に任命され、弁護士等
から選ばれた他の委員と共に
計画内容の審議に携わった。

（公務へのフィードバック）
 BBS連盟の活動には学校関係者や地方公務員が多く参画し

ているため、所属団体を超えたネットワークができ、それ
ぞれの職務についての交流や相談が可能となった。

（兼業促進につながる取組）
 組織に年次有給休暇の取得促進の意識が浸透しており、業

務に支障がなければ休暇の取得がしやすい環境が構築され
ている。

許可基準に基づき具体的判断を示した事例②
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